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○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

（
抄
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者
の
自
主
的
な
交
渉
の
下
で
、
労
働
契
約
が
合
意
に
よ
り
成
立
し
、
又
は
変
更
さ
れ

る
と
い
う
合
意
の
原
則
そ
の
他
労
働
契
約
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
合
理
的
な
労
働
条
件
の
決
定
又
は

変
更
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
労
働
者
の
保
護
を
図
り
つ
つ
、
個
別
の
労
働
関
係
の
安
定
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
労
働
者
」
と
は
、
使
用
者
に
使
用
さ
れ
て
労
働
し
、
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
者
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
使
用
者
」
と
は
、
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
者
を
い
う
。

（
労
働
契
約
の
原
則
）

第
三
条

労
働
契
約
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者
が
対
等
の
立
場
に
お
け
る
合
意
に
基
づ
い
て
締
結
し
、
又
は
変
更
す
べ
き
も
の
と

す
る
。

２

労
働
契
約
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者
が
、
就
業
の
実
態
に
応
じ
て
、
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
締
結
し
、
又
は
変
更
す
べ
き
も
の

と
す
る
。

３

労
働
契
約
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者
が
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
も
配
慮
し
つ
つ
締
結
し
、
又
は
変
更
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

４

労
働
者
及
び
使
用
者
は
、
労
働
契
約
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
信
義
に
従
い
誠
実
に
、
権
利
を
行
使
し
、
及
び
義
務
を
履
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

労
働
者
及
び
使
用
者
は
、
労
働
契
約
に
基
づ
く
権
利
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

（
解
雇
）

第
十
六
条

解
雇
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を

濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無
効
と
す
る
。

第
十
七
条

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
契

約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
労
働
契
約
に
よ
り
労
働
者
を
使
用
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
、

必
要
以
上
に
短
い
期
間
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
契
約
を
反
復
し
て
更
新
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
船
員
に
関
す
る
特
例
）

第
十
八
条

第
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
員
（
次
項
に
お
い
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て
「
船
員
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

船
員
に
関
し
て
は
、
第
七
条
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
百
条
」
と
、
第

十
条
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
法
第
百
条
」
と
、
第
十
一
条
中
「
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
八
十
九
条
及
び
第
九
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
法
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
」
と
、
第
十
三
条
中
「
前
条
」
と

あ
る
の
は
「
船
員
法
第
百
条
」
と
す
る
。

（
適
用
除
外
）

第
十
九
条

こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

こ
の
法
律
は
、
使
用
者
が
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
場
合
の
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

○
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

（
抄
）

（
契
約
期
間
等
）

第
十
四
条

労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
を
除
き
、
一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る
も
の
の
ほ
か
は

、
三
年
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
労
働
契
約
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
を
超
え
る
期
間
に
つ
い
て
締
結
し
て
は
な
ら

な
い
。

一

専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
経
験
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
専
門
的
知
識
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
高
度
の
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
労
働
者
（
当
該
高
度
の
専
門
的
知
識
等
を
必
要

と
す
る
業
務
に
就
く
者
に
限
る
。
）
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約

二

満
六
十
歳
以
上
の
労
働
者
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約
（
前
号
に
掲
げ
る
労
働
契
約
を
除
く
。
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
締
結
時
及
び
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
満
了
時
に
お
い
て
労
働
者
と

使
用
者
と
の
間
に
紛
争
が
生
ず
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
使
用
者
が
講
ず
べ
き
労
働
契
約
の
期
間
の
満
了
に
係
る
通

知
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

行
政
官
庁
は
、
前
項
の
基
準
に
関
し
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
使
用
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
及
び
指

導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
条
件
の
明
示
）

第
十
五
条

使
用
者
は
、
労
働
契
約
の
締
結
に
際
し
、
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
明
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
賃
金
及
び
労
働
時
間
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
明
示
さ
れ
た
労
働
条
件
が
事
実
と
相
違
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
、
即
時
に
労
働
契
約
を

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

前
項
の
場
合
、
就
業
の
た
め
に
住
居
を
変
更
し
た
労
働
者
が
、
契
約
解
除
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
帰
郷
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
使
用
者
は
、
必
要
な
旅
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

抄

第
百
三
十
七
条

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
期
間
が

一
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
た
労
働
者
（
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
労
働

基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、

民
法
第
六
百
二
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
初
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
は
、

そ
の
使
用
者
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
退
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

（
抄
）

（
公
序
良
俗
）

第
九
十
条

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。

（
雇
用
）

第
六
百
二
十
三
条

雇
用
は
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
対
し
て
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
こ
れ
に
対
し
て

そ
の
報
酬
を
与
え
る
こ
と
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
報
酬
の
支
払
時
期
）

第
六
百
二
十
四
条

労
働
者
は
、
そ
の
約
し
た
労
働
を
終
わ
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

期
間
に
よ
っ
て
定
め
た
報
酬
は
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
後
に
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
者
の
権
利
の
譲
渡
の
制
限
等
）

第
六
百
二
十
五
条

使
用
者
は
、
労
働
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
権
利
を
第
三
者
に
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

労
働
者
は
、
使
用
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
自
己
に
代
わ
っ
て
第
三
者
を
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

労
働
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
三
者
を
労
働
に
従
事
さ
せ
た
と
き
は
、
使
用
者
は
、
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
期
間
の
定
め
の
あ
る
雇
用
の
解
除
）

第
六
百
二
十
六
条

雇
用
の
期
間
が
五
年
を
超
え
、
又
は
雇
用
が
当
事
者
の
一
方
若
し
く
は
第
三
者
の
終
身
の
間
継
続
す
べ
き
と

き
は
、
当
事
者
の
一
方
は
、
五
年
を
経
過
し
た
後
、
い
つ
で
も
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
、

商
工
業
の
見
習
を
目
的
と
す
る
雇
用
に
つ
い
て
は
、
十
年
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
三
箇
月
前
に
そ
の
予
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
の
解
約
の
申
入
れ
）
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第
六
百
二
十
七
条

当
事
者
が
雇
用
の
期
間
を
定
め
な
か
っ
た
と
き
は
、
各
当
事
者
は
、
い
つ
で
も
解
約
の
申
入
れ
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
雇
用
は
、
解
約
の
申
入
れ
の
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。

２

期
間
に
よ
っ
て
報
酬
を
定
め
た
場
合
に
は
、
解
約
の
申
入
れ
は
、
次
期
以
後
に
つ
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ

の
解
約
の
申
入
れ
は
、
当
期
の
前
半
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

六
箇
月
以
上
の
期
間
に
よ
っ
て
報
酬
を
定
め
た
場
合
に
は
、
前
項
の
解
約
の
申
入
れ
は
、
三
箇
月
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
雇
用
の
解
除
）

第
六
百
二
十
八
条

当
事
者
が
雇
用
の
期
間
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
各
当
事
者
は
、

直
ち
に
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
由
が
当
事
者
の
一
方
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
。

（
雇
用
の
更
新
の
推
定
等
）

第
六
百
二
十
九
条

雇
用
の
期
間
が
満
了
し
た
後
労
働
者
が
引
き
続
き
そ
の
労
働
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
が
こ
れ

を
知
り
な
が
ら
異
議
を
述
べ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
雇
用
と
同
一
の
条
件
で
更
に
雇
用
を
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
各
当
事
者
は
、
第
六
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
約
の
申
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

従
前
の
雇
用
に
つ
い
て
当
事
者
が
担
保
を
供
し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
担
保
は
、
期
間
の
満
了
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
た
だ

し
、
身
元
保
証
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
雇
用
の
解
除
の
効
力
）

第
六
百
三
十
条

第
六
百
二
十
条
の
規
定
は
、
雇
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
使
用
者
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
に
よ
る
解
約
の
申
入
れ
）

第
六
百
三
十
一
条

使
用
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
雇
用
に
期
間
の
定
め
が
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、

労
働
者
又
は
破
産
管
財
人
は
、
第
六
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
約
の
申
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
各
当
事
者
は
、
相
手
方
に
対
し
、
解
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
）

第
七
百
九
条

故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

（
財
産
以
外
の
損
害
の
賠
償
）

第
七
百
十
条

他
人
の
身
体
、
自
由
若
し
く
は
名
誉
を
侵
害
し
た
場
合
又
は
他
人
の
財
産
権
を
侵
害
し
た
場
合
の
い
ず
れ
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
者
は
、
財
産
以
外
の
損
害
に
対
し
て
も
、
そ
の
賠
償
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。


